


令和４年12月15日　条例第27号
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供用開始
年月日 

昭和35(1960)年 
4月1日 

計画給水人口 23,400人 

法適・非適
の区分 

法適（全部適用） 
現在給水人口 20,552人 

有収水量密度 0.29千ｍ3/ha 
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水　　　源 　地下水、湧水、表流水、ダム水 

施 設 数 
浄水施設 11 

管路延長 347,391.4ⅿ 
配水施設 24 

施設能力 17,330m3/日 施設利用率 43.75％ 
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管路延長 耐震管 耐震適合管

A B C B/A （B+C）/A

導水管 7,502 413.5 2,826.3 5.51% 43.19%

送水管 35,469.5 2,781.2 1,673.0 7.84% 12.56%

配水本管 41,092.3 2,302.1 2,496.8 5.60% 11.68%

  合計 84,063.4 5,496.8 6,996.1 6.54% 14.86%

延長(m)
耐震化率 耐震適合率
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第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

メーター口径 水量 料金
10立方メートルを超え
30立方メートルまでの分

30立方メートルを超え
50立方メートルまでの分

50立方メートルを超え
100立方メートルまでの分

100立方メートルを超える
分

13ミリメートル 1,265円

20ミリメートル 1,430円

25ミリメートル 1,650円

40ミリメートル 1,870円

50ミリメートル 2,640円

75ミリメートル 4,675円

100ミリメートル 7,040円

超過料金（1立方メートルにつき）
基本料金

10立方メートルまで 132円 148.5円 154円 181.5円
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水量(㎥) 料金(円) 11㎥～30㎥ 31㎥～50㎥ 51㎥～100㎥ 100㎥超分

昭和34年 10 200 

昭和40年 10 300 基本料金引上率50％

昭和42年 10 330 基本料金引上率10％

昭和50年 10 450 基本料金引上率36％

昭和54年 10 500 50 60 基本料金引上率11.1％

昭和56年 10 700 75 95 基本料金引上率40％

昭和61年 10 1,050 105 145
基本料金引上率50％
（平均引上率43.8％）

平成23年 10 1,100 113 128 130 155
基本料金引上率4.7％
（平均引上率6.3％）

平成24年 10 1,150 120 135 140 165
基本料金引上率4.5％
（平均引上率6.3％）

基本料金 超過料金(１㎥につき：円)

25

30

33

45

55

85

120

改定年度 備　　　考
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口径等 税抜 税込 ㎥ 税抜 税込

勝山市 13mm 1,150 1,265 11㎥～30㎥ 120 132

20mm 1,300 1,430 31㎥～50㎥ 135 148.5

25mm 1,500 1,650 51㎥～100㎥ 140 154

40mm 1,700 1,870 100㎥～ 165 181.5

50mm 2,400 2,640 

75mm 4,250 4,675 

100mm 6,400 7,040 

福井市 13mm 1,860 2,046 1㎥～20㎥ 14 15.4

20mm 1,900 2,090 21㎥～40㎥ 98 107.8

25mm 2,200 2,420 41㎥～60㎥ 115 126.5

40mm 4,200 4,620 61㎥～80㎥ 148 162.8

50mm 9,800 10,780 81㎥～300㎥ 192 211.2

75mm 25,000 27,500 300㎥～ 217 238.7

100mm 40,800 44,880 

150mm 85,800 94,380 

200mm 150,400 165,440 

敦賀市 13mm 1,920 2,112 1㎥～20㎥ 4 4.4

20mm 2,280 2,508 21㎥～60㎥ 102 112.2

25mm 2,880 3,168 61㎥～200㎥ 114 125.4

40mm 3,360 3,696 201㎥～ 126 138.6

50mm 5,520 6,072 

75mm 8,400 9,240 

100mm 10,800 11,880 

鯖江市 13mm 1,300 1,430 10㎥～40㎥ 130 143

20mm 1,300 1,430 40㎥～100㎥ 140 154

25mm 6,000 6,600 100㎥～600㎥ 150 165

30mm 7,400 8,140 600㎥～ 160 176

40mm 10,000 11,000 

50mm 13,000 14,300 

75mm 20,000 22,000 

100mm 26,000 28,600 

基本料（円） 超過料金（円/㎥）
市町

口径等 税抜 税込 ㎥ 税抜 税込

越前市 13mm 1,680 1,848 ・13mmと20mm

20mm 2,640 2,904 11㎥～20㎥ 40 44

25mm 7,000 7,700 ・上記以外

40mm 22,000 24,200 1㎥～10㎥ 40 44

50mm 36,000 39,600 11㎥～20㎥ 60 66

75mm 72,000 79,200 ・全て

100mm 120,000 132,000 21㎥～60㎥ 180 198

150mm 200,000 220,000 61㎥～200㎥ 240 264

201㎥～ 260 286

大野市 11㎥～20㎥ 165 181.5

21㎥～ 210 231

11㎥～30㎥ 210 231

31㎥～ 250 275

11㎥～20㎥ 180 198

21㎥～ 225 247.5

学校用 19,950 21,945 101㎥～ 210 231

41㎥～1,500㎥ 250 275

1,500㎥～ 70 77

あわら市 全口径 1,300 1,430 11㎥～ 165 181.5

坂井市 13mm 990 1,089 

20mm 1,210 1,331 

25mm 1,320 1,452 

40mm 1,430 1,573 

50mm 1,540 1,694 

75mm 2,090 2,299 

100mm 2,310 2,541 

150mm 3,740 4,114 

小浜市 13mm 800 880 9㎥～10㎥ 110 121 

20mm 1,100 1,210 11㎥～30㎥ 120 132 

25mm 1,400 1,540 31㎥～100㎥ 130 143 

40mm 2,700 2,970 101㎥～ 140 154 

50mm 3,700 4,070 

75mm 7,800 8,580 

基本料（円） 超過料金（円/㎥）
市町

家事用 1,500 1,650 

営業用 1,650 1,815 

病院
官公署用

1,500 1,650 

工場用 8,350 9,185 

11㎥～ 143 157.3

口径等 税抜 税込 ㎥ 税抜 税込

永平寺町 13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

100mm

越前町 11㎥～100㎥ 130 143 

101㎥～ 135 149 

南越前町 21㎥～100㎥ 180 198 

101㎥～ 200 220 

美浜町 13mm 1,000 1,100 11㎥～30㎥ 100 110 

20mm 1,200 1,320 31㎥～50㎥ 110 121 

25mm 1,400 1,540 51㎥～100㎥ 120 132 

40mm 2,000 2,200 101㎥～200㎥ 130 143 

50mm 4,000 4,400 201㎥～ 150 165 

75mm 7,000 7,700 

100mm 10,000 11,000 

若狭町 13mm 1,300 1,430 6㎥～10㎥ 50 55

20mm 1,400 1,540 11㎥～30㎥ 145 159.5

25mm 2,600 2,860 31㎥～50㎥ 160 176

40mm 3,900 4,290 51㎥～100㎥ 165 181.5

50mm 5,900 6,490 101㎥～200㎥ 170 187

75mm 7,800 8,580 201㎥～ 180 198

100mm 9,100 10,010 

高浜町 家庭用 900 990 90 99 

官公学用 1,200 1,320 110 121 

営業用 1,200 1,320 110 121 

民宿用 1,100 1,210 100 110 

臨時用 200 220 

基本料（円） 超過料金（円/㎥）
市町

全口径 1,300 1,430 

全口径 1,350 1,485 

11㎥～

1,000 1,100 11㎥～ 100 110
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全国平均

全国平均
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全国平均

全国平均
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　主として、市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理
する下水道（勝山市は汚水と雨水を分けて処理する分流方式を採用）

　　流域下水道：原則２以上の市町村の区域における下水を排除かつ終末処理場
　を有するもの

　　都市下水路：主として市街地において専ら雨水排除を目的とするもの。処理場
　はない。

　農業集落におけるし尿や生活雑排水等を処理する施設やそこで発生した汚泥や処
理水等の循環利用を目的とした施設等の整備。

　　浄化槽法の適用（工場排水は除外）

　　農業振興地域内の集落、おおむね２０戸以上
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下水道事業 農業集落排水事業

処理区数 1箇所（勝山処理区） 処理区数 5箇所

処理場数 1箇所（勝山浄化センター） 処理場数 5箇所

処理能力 14,500 m3/日 処理能力 1,135 m3/日

管路延長 239,971 ｍ 管路延長 46,700 ｍ

マンホール マンホール

ポンプ所 ポンプ所
53 箇所 23 箇所

昭和54年（1979）年度頃から平成25（2013）年度頃にかけて布設された管渠が多く、
耐用年数50年を超える管渠が令和9年度から始まります。
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水量(㎥) 料金(円) 11㎥～30㎥ 31㎥～50㎥ 51㎥～100㎥ 100㎥超分

昭和60年 10 1,000 100 120 130 160

平成10年 10 1,110 111 133 144 178 引上率11％

平成22年 10 1,230 130 150 170 195 引上率12.6％

基本使用料 従量使用料(１㎥につき：円)
改定年度 備　　　考
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全国平均

全国平均
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全国平均

全国平均
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